
資料１２

報告・情報提供（２）

令和２（2020）年度
地域医療介護総合確保基金
事業に係る事業アイデアの募集



令和２（2020）年度地域医療介護総合確保基金（医療分） 

事業アイデア募集要項 
 

１ 趣旨 

 団塊の世代が75歳以上となる2025年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、

医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地域包

括ケアシステムの構築」が急務の課題です。 

 このため、平成26（2014）年度から消費税増収分等を活用した「地域医療介護総合確保基金※１」が

各都道府県に設置され、各都道府県は、都道府県計画※２を作成し、当該計画に基づき事業を実施して

います。 

 今回、地域医療介護総合確保基金を活用して令和２（2020）年度に実施する事業を検討する際の参

考とするため、事業アイデアを募集します。 

※１ 負担割合は、国2/3、都道府県1/3です。 

※２ 過去の栃木県計画については、次の県ホームページを御参照ください。 

   http://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/kakuhokikin.html 

 

２ 募集対象 

 募集の対象は、次のⅠからⅢまでに掲げる事業となります。 

 Ⅰ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

 Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業 

 Ⅲ 医療従事者の確保に関する事業 

 特に、栃木県地域医療構想※３における将来の医療需要の推計を踏まえ、2025年に向け充実が必要と

される回復期病床への機能転換を進めるための事業アイデアや病床数の見直しに伴い不用となる病

棟等の用途変更を促進するための事業アイデアを募集します。 

※３ 栃木県地域医療構想については、次の県ホームページに掲載されております。 

   http://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/iryoukousou.html 

 

３ 提案方法 

 「令和２（2020）年度地域医療介護総合確保基金（医療分）事業アイデア提案シート※４」に必要事

項を記入の上、電子メールにより提出してください。 

※４ 事業提案シートは、次の県ホームページからダウンロードできます。 

   http://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/kakuhokikin_2020proposal.html 

【提出先】 

【提出期限】 

栃木県 保健福祉部 医療政策課 地域医療担当 E-mail：tic@pref.tochigi.lg.jp 

令和元（2019）年８月２日（金） 



（提案シート作成に当たっての注意事項） 

① 電子データで提出してください。 

② 原則として、厚生労働省の示す地域医療介護総合確保基金（医療分）の標準事業例（別紙１）

に掲げられている１～54の事業のいずれかに該当することが必要です。該当する標準事業例の

番号を「標準事業例の番号」欄に記入してください。 

③ 「事業の対象となる医療介護総合確保区域」欄にある各区域は、次のとおりです。事業の対象

と想定される区域に○を付けてください。 

県北地域（大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町） 

県西地域（鹿沼市、日光市） 

宇都宮地域（宇都宮市） 

県東地域（真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町） 

県南地域（栃木市、小山市、下野市、上三川町、壬生町、野木町） 

両毛地域（足利市、佐野市） 

④ 事業内容に係る説明資料や事業に要する経費に係る見積書などがある場合は、添付して提出し

てください。 

 

４ 提案内容の取扱い等 

(1) 提案いただいた事業アイデアは、県において令和２（2020）年度に実施する事業を検討する際に

参考とさせていただきます。優れた内容であっても、提案そのままに実際の事業となるものでは

ありませんし、補助事業等の事業者として採択されることを保証するものではありません。 

(2) 診療報酬や他の補助金等で措置されているものは、基金を活用して実施する事業の対象とするこ

とはできません。また、地域全体の課題解決とは言い難い、個別の医療機関等のための事業につ

いても対象外となります。 

(3) 基金を活用する上で、特定の事業者の資産の形成につながる補助事業については、事業者負担を

求めることとなります（補助率1/2が標準となります）。 

(4) 提案内容によっては、県の担当課から個別に確認させていただく場合があります。また、提案内

容を「栃木県医療介護総合確保推進協議会」や「地域医療構想調整会議」などの公開会議での資

料とさせていただく場合もありますので、あらかじめ御承知置きください。 

(5) 厚生労働省の内示（令和２（2020）年６月以降）後に事業を実施することとなりますが、「Ⅱ 居

宅等における医療の提供に関する事業」及び「Ⅲ 医療従事者の確保に関する事業」における厚生

労働省からの内示額は、例年、要望額を大きく下回る状況にあり、新規事業に取り組む余地が少

ない状況となっておりますことを申し添えます。 

 

５ 問い合わせ先 

 栃木県 保健福祉部 医療政策課 地域医療担当  

 TEL：028-623-3145  E-mail：tic@pref.tochigi.lg.jp 







 

 

〔提出先〕栃木県保健福祉部医療政策課 地域医療担当宛て E-mail：tic@pref.tochigi.lg.jp 

 

令和２（2020）年度地域医療介護総合確保基金（医療分） 

事業アイデア提案シート 

提案者 

名 称 

 

 

担 当 部 署 名  担 当 者 

職 ・ 氏 名 

 

連 絡 先 所在地： 

電 話：             FAX： 

E-mail： 

 

提案内容 

事 業 名 

 

 

事 業 区 分 

 

※ 該当する区分を一つ選んで、○を付けてください。 

 Ⅰ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業 

 Ⅱ 居宅等における医療の提供に関する事業 

 Ⅲ 医療従事者の確保に関する事業 

標準事業例の

番 号 

※ 該当する標準事業例（別紙１）の番号を記入してください。 

  

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

※ 対象となる区域に○を付けてください。 

 １ 全区域  ２ 県北地域  ３ 県西地域  ４ 宇都宮地域 

 ５ 県東地域  ６ 県南地域  ７ 両毛地域   

事業の必要性 ※ 事業が必要となる背景（現状の課題）について記入してください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

事 業 の 目 標 ※ 設定すべき成果指標（数値目標）を記入してください。 

 

 

 



 

 

事 業 の 

実 施 主 体 

 

 

事 業 の 内 容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 の 期 間 ※ 原則１年以内となります。 

    年  月  日 ～     年  月  日 

事業の有効性 ※ 想定される事業の効果を記入してください。 

 

 

 

事業の効率性 ※ 効率的な実施のために講ずべき措置について記入してください。 

 

 

 

事業に要する

費 用 

※ 県からの補助額ではなく、事業全体で必要となる経費を記入してください。 

総額          円 

（積算根拠） 

 

 

 

 

 

 

備 考 

 

 

その他参考資料がある場合は、添付してください。 



令和２（2020）年度地域医療介護総合確保基金（介護分） 

事業アイデア募集要項 
 

１ 趣旨 

 団塊の世代が 75歳以上となる 2025 年を展望すれば、病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推

進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の改善等、「効率的かつ質の高い医療提供体制の構築」と「地

域包括ケアシステムの構築」が急務の課題です。 

 このため、平成 26（2014）年度から消費税増収分等を活用した「地域医療介護総合確保基金※１」が

各都道府県に設置され、各都道府県は、都道府県計画※２を作成し、当該計画に基づき事業を実施して

います。 

 今回、地域医療介護総合確保基金を活用して令和２（2020）年度に実施する事業を検討する際の参

考とするため、事業アイデアを募集します。 

※１ 負担割合は、国 2/3、都道府県 1/3 です。 

※２ 過去の栃木県計画については、次の県ホームページを御参照ください。 

   http://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/kakuhokikin.html 

 

２ 募集対象 

 募集の対象事業は、「介護従事者の確保に関する事業」です。 

  

３ 提案方法 

 「令和２（2020）年度地域医療介護総合確保基金（介護分）事業アイデア提案シート※３」に必要事

項を記入の上、電子メール、ＦＡＸ等により提出してください。 

※３ 事業アイデア提案シートは、次の県ホームページからダウンロードできます。 

   http://www.pref.tochigi.lg.jp/e02/kakuhokikin_2020proposal.html 

【提出先】 

 

【提出期限】 

栃木県 保健福祉部 高齢対策課 生きがいづくり担当 

 E-mail：kaigo@pref.tochigi.lg.jp  FAX：028-623-3058 

令和元（2019）年８月２日（金） 

（提案シート作成に当たっての注意事項） 

① 電子データで提出してください。 

② 原則として、別添「介護人材確保対策事業メニュー一覧」に掲げられているいずれかの事業に

該当することが必要です。該当する介護人材確保対策事業メニュー一覧の番号を事業アイデア

提案シートに記入してください（詳細は記入例参照）。 

③ 「事業の対象となる医療介護総合確保区域」欄にある各区域は、次のとおり（高齢者福祉圏域

と同じ）です。事業の対象と想定される区域に○を付けてください。 

 



県北地域（大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町）

県西地域（鹿沼市、日光市） 

宇都宮地域（宇都宮市） 

県東地域（真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町） 

県南地域（栃木市、小山市、下野市、上三川町、壬生町、野木町） 

両毛地域（足利市、佐野市） 

④ 事業内容に係る説明資料や事業に要する経費に係る見積書などがある場合は、添付して提出し

てください。 

 

４ 提案内容の取扱い 

(1) 提案いただいた事業アイデアは、県において令和２（2020）年度に実施する事業を検討する際に

参考とさせていただきます。優れた内容であっても、提案そのままに実際の事業となるものでは

ありませんし、補助事業等の事業者として採択されることを保証するものではありません。 

(2) 基金の取扱い上、診療報酬、介護報酬及びその他補助金等で措置されているものは、基金を活用

して実施する事業の対象とすることはできません。また、特定の事業者の資産の形成につながる

事業については、必ず事業者負担を求めることとされております。 

(3) 提案いただいた内容について、県の担当課から個別に確認させていただく場合があります。また、

提案内容を「栃木県医療介護総合確保推進協議会」や「地域医療構想調整会議」等の公開会議で

の資料とさせていただく場合もありますので、あらかじめ御承知置きください。 

(4) 実際に事業化が行われるのは、厚生労働省の内示（令和２（2020）年６月以降となる見込み）後

となります。 

 

５ 問い合わせ先 

 栃木県 保健福祉部 高齢対策課 生きがいづくり担当  

 TEL：028-623-3048  FAX：028-623-3058  E-mail：kaigo@pref.tochigi.lg.jp 



大項目
小項目
No.

(1) 介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等）

(2) 人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度実施事業

(3) 地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進事業

(4) 若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介護の職場体験事業

(5) 助け合いによる生活支援の担い手の養成事業

(6) 介護福祉士養成課程に係る介護実習支援事業

(7) 介護未経験者に対する研修支援事業

(8) ボランティアセンターとシルバー人材センター等の連携強化事業

(9) 介護事業所でのインターンシップ・職場体験の導入促進事業

(10) 介護分野での就労未経験者の就労・定着促進事業

(11) 多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機能強化事業

介護に関する入門的研修、生活援助従事者研修の受講等支援事業

イ 介護に関する入門的研修の実施からマッチングまでの一体的支援事業

ロ 介護の周辺業務等の体験支援

ハ 生活援助従事者研修の受講支援等からマッチングまでの一体的支援事業

(13) 将来の介護サービスを支える若年世代の参入促進事業

介護福祉士国家資格の取得を目指す外国人留学生の受入環境整備事業

イ 介護施設等による外国人留学生への奨学金等の支給に係る支援事業

ロ 介護福祉士資格の取得を目指す留学生と受入介護施設等とのマッチング支援事業

多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

イ 多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

ロ 介護キャリア段位普及促進に係るアセッサー講習受講支援事業

ハ 介護支援専門員資質向上事業

(16) 喀痰吸引等研修の実施体制強化事業

(17) 介護施設、介護事業所への出前研修の支援事業

(18) 各種研修に係る代替要員の確保対策事業

(19) 潜在介護福祉士の再就業促進事業

(20) 離職した介護人材のニーズ把握のための実態調査事業

(21) 認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業

(22) 地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業

(23) 権利擁護人材育成事業

(24) 介護予防の推進に資するＯＴ，ＰＴ，ＳＴ指導者育成事業

介護人材確保対策事業メニュー一覧　　（各事業の内容は「別記２」参照）

事業名

(15)

基盤
整備

資質の
向上

(14)

参入
促進

(12)



(25) 新人介護職員に対するエルダー、メンター制度等導入支援事業

管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業

イ 管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業

ロ 介護ロボット導入支援事業

ハ ＩＣＴ導入支援事業

ニ 介護事業所に対する業務改善支援事業

(27) 雇用管理体制の改善に取り組む事業者表彰事業

(28) 介護従事者の子育て支援のための施設内保育施設運営支援事業

(29) 介護サービス事業者等の職員に対する育児支援（ベビーシッター派遣等）事業

(30) 子育て支援のための代替職員のマッチング事業

※　網掛けはＨ３１年度新規メニュー（事業詳細については、別添資料を参照）

労働
環境
・

処遇の
改善

(26)





















業務プロセス、職員配置及び作成文書の見直しのほか、介護ロボットやＩＣＴの活用等を通じて介護
事業所における生産性向上の推進を図るため、これまで実施されている介護ロボット導入支援に加え、
新たに介護事業所に対する業務改善支援、ICTの導入支援に係るメニューを追加。

【内容】
生産性向上ガイドラインに基づき業務改善に取り組む介護事業所に対して、第三者がその取組
を支援するための費用の一部を助成

【対象事業所】
生産性向上ガイドライン（平成30年度作成）に基づき、事業所自らの業務改善に向けた取組を、
本事業により後押しすることで、地域全体における取組の拡大にも資すると都道府県又は市町
村が認める介護事業所
※例えば、人材不足に関連した課題を解決することが急務である事業所、団体を通じた取組の横展開が
期待できる事業所など

【手続き等】
介護事業所は業務改善計画や市町村の意見書（市町村指定の場合）を添付の上申請する。事業
実施後、都道府県へ改善成果の報告を行う 等
※都道府県は各種研修会や事業者団体等を通じて集約した改善成果（業務改善モデル）を横展開

【補助額】（１事業所あたり）対象経費の１／２以内（上限３０万円）

【内容】
介護分野におけるICT化を抜本的に進めるため、ICTを活用して介護記録から請求業

務までが一気通貫で行うことができるよう、介護ソフト及びタブレット端末等に係る購
入費用の一部を助成

【対象事業所】介護事業所

【要件】介護ソフトは介護記録、情報共有、請求業務が一気通貫であること 等

【補助額】（１事業所あたり）対象経費の１／２以内（上限３０万円）

介護事業所に対する業務改善支援事業

ＩＣＴ導入支援事業

地域医療介護総合確保基金（介護分）を活用した
介護事業所に対する業務改善支援及びＩＣＴ導入支援（平成31年度新規）

①課題解決が急務な事業所

②業務改善支援（事前評価
（課題抽出）、改善支援、
事後評価）の実施

③改善成果報告・公表等

④改善モデルを蓄積して近
隣事業所に横展開

⑤地域における生産性向上
の取組が面的に拡大

事業スキーム

（利用者宅） （事業所）

請求
業務

訪問介護の場合

* 事業所内のICT化（タブレット導入等）により、 介護記録
作成～請求業務までが一気通貫に

新



⑥都道府県による横展開（２）
・取組を行った事業所による
報告会や各種研修会の開催

・事業者団体等と連携した取
組の普及

「介護事業所に対する業務改善支援事業」の流れ

介護事業所・施設

○ 人材不足に関連した課題
を解決することが急務で
ある事業所
○ 早急に業務改善に向けた
支援が必要であると事業
者団体から推薦があり、
団体を通じた取組の横展
開が期待できる事業所

など

※市町村指定の場合

市（区）町村

都道府県

地域医療介護総合確保基金
（介護従事者確保分）

職場環境の改善等
に係る知識・経験
を有する第三者

(②意見書)

(①意見書の依頼)

④業務改善支援
○事前評価
（課題抽出）
○助言、指導
○事後評価等

③
補
助
申
請

④
補
助
金
交
付

⑤成果報告
○「業務改善計画」及び「事後評価書」
○その他、取組の成果が把握できる事項（利用者の満足
度、収支の状況、取組の感想と残された課題など）

⑥都道府県による横展開（１）
・事業成果の集約・公表
（近隣事業所の取組成果が見える化）

本事業を通じて、①介護事業所の生産性向上に向けた取組の支援、②取組の成果を多様な
改善モデルとして都道府県が横展開を行うことで、地域における取組の好循環を生み出し、
生産性向上の取組を面的に推進する。

※都道府県指定の事業所は市町村意見書は不要

※

市
町
村
指
定
の

事
業
所
は
「
②
意

見
書
」
を
申
請
書

類
に
添
付

（成果報告会）

→近隣事業所のモデルを参考に（本事業の
活用も含めて）職場環境の改善等を検討

※事業の成果は国でも調査研究（老健事業等）で把握予定

※生産性向上ガイドライン
（厚生労働省作成）を活用

→地域の介護事業所・施設にも取組が広がる

http://2.bp.blogspot.com/-sGec_su9wSg/U7O61I-cqpI/AAAAAAAAiTk/eBb1Vbh3TRc/s800/setsumeikai_seminar.png


【目的】
介護事業所における業務の効率化を通じて訪問介護員等の負担軽減を図り、利用者に向き合う時間を確保することにより、利用者に対して
質の高いサービスを効率的に提供する。

【内容】
介護分野におけるICT化を抜本的に進めるため、ICTを活用して介護記録から請求業務までが一気通貫で行うことができるよう、介護ソフト
及びタブレット端末等に係る導入費用（購入又はリース）の一部を助成

【対象事業所】
介護事業所

【要件】
・介護ソフトは介護記録、情報共有、請求業務が一気通貫であること ※それぞれのソフトのベンダーは別でも可
・「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」に準じたものであること
・タブレット等を購入する場合には、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること（補助目的以外の使用の防止及び私物と区
別するため、業務用であることを明確に判別するための表示（シール等による貼付）を行うなど事業所において工夫すること）。また、個人情
報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。

・導入する介護ソフトについて、日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること（有償・無償を問わない）。また、研究開
発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。

・導入した介護事業所においては、別途通知する内容に基づき、管理者等が導入効果等を記入の上、報告すること。
※令和2年度より「CHASE」（ケアの内容や利用者の変化などに関する情報を収集・蓄積するために新たに構築するデータベース）の運用を
開始する予定であることから、介護ソフトについては、CHASE運用開始時にCHASEを踏まえた対応を可能とすることを推奨すること。

【補助額】
（１事業所あたり）対象経費の１／２以内（上限３０万円）

（利用者宅） （事業所）

請求
業務

訪問介護の場合

* 事業所内のICT化（タブレット導入等）により、 介護記録
作成～請求業務までが一気通貫に

地域医療介護総合確保基金（介護分）を活用した
介護事業所に対するＩＣＴ導入支援事業（平成31年度新規）



○提案者

団 体 名 担当部署名

担当者名

電話
FAX

○事業の内容

事業の区分

大項目

小項目
（No.）

事業の名称

事業の内容

事業の対象と
なる医療介護
総合確保区域

事業の
実施主体

事業の目標

E-Mail

事業の有効性
と効率性

令和２（2020）年度地域医療介護総合確保基金（介護分）　事業アイデア提案シート

介護従事者の確保に関する事業

(1)　事業の有効性（事業実施により得られる効果）

(2)　事業の効率性（効率的な事業実施のために工夫する点）

基盤整備　　参入促進　　資質の向上　　労働環境・処遇の改善

１　全区域　　２　県北地域　　３　県西地域　　４　宇都宮地域
５　県東地域　　６　県南地域　　７　両毛地域

連 絡 先



事業の期間

総事業費 （千円）

積算内訳

備考

（注１）本シートをコピーして、個別事業ごとに１枚作成してください。

（注２）シート名は、小項目No.に変更し、同一の小項目で複数の事業がある場合は、
　　　「○－１」「○－２」と枝番に変更してください。

事業に要する
費用の額



【記入例】

○提案者

団 体 名 担当部署名

担当者名

電話
FAX

○事業の内容

事業の区分

大項目

小項目
（No.）

11

事業の名称

事業の内容

事業の対象と
なる医療介護
総合確保区域

事業の
実施主体

事業の目標

多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機能強化事業

実施する際の適切な事業の名称を記入してください。

（例）合同就職説明会の実施、キャリア支援専門員（仮称）による相談、的確な
求人情報の提供、入職後のフォローアップ相談の実施

※対象となる区域に○をつけてください。

１　全区域　　　２　県北地域　　３　県西地域　　４　宇都宮地域
５　県東地域　　６　県南地域　　７　両毛地域

（例）○○県、○○県社会福祉協議会、○○県事業者連絡協議会等

（例）マッチングによる雇用創出数◯人

令和２（2020）年度地域医療介護総合確保基金（介護分）　事業アイデア提案シート

(1)　事業の有効性（事業実施により得られる効果）

事業の有効性
と効率性 (2)　事業の効率性（効率的な事業実施のために工夫する点）

連 絡 先 E-Mail

介護従事者の確保に関する事業

基盤整備　　参入促進　　資質の向上　　労働環境・処遇の改善

「介護人材確保対策事業メニュー一覧」の小

項目No.と、対応する事業名を記入ください。

いずれかに○を
つけてください。



事業の期間

総事業費 （千円）

積算内訳

備考

（注１）本シートをコピーして、個別事業ごとに１枚作成してください。

（注２）シート名は、小項目No.に変更し、同一の小項目で複数の事業がある場合は、
　　　「○－１」「○－２」と枝番に変更してください。

令和〇年○月○日～令和〇年○月○日

事業に要する
費用の額

※事業全体で必要となる金額を記入してください。


